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午前九時〇〇分開議 

○議長（谷重幸君） おはようございます。 

 ただいまの出席議員数は１０人です。定足数に達していますので、これから本日の会議

を開きます。 

 本日の日程はお手元に配付のとおりです。 

 日程第１ 議案第１号 二級河川の指定の変更についてを議題とします。 

 本件について細部説明を求めます。農林水産建設課長。 

○農林水産建設課長（大星好史君） おはようございます。 

 議案第１号 二級河川の指定の変更について、細部説明を申し上げます。 

 お手元にお配りしています資料についてもご参照ください。 

 現在、和歌山県が進めている「西川流域の特定都市河川」の指定において、和歌山県が

西川水系の全河川を対象として上流端の調査を進めていたところ、本町を流れる二級河川

和田川左岸の河川指定告示（和歌山県告示第７６８号、昭和２６年７月３１日）において、

上流端が現状と異なることが判明しました。 

 そのため、和歌山県が、上流端を現況に即した所在地に変更するため、河川法第５条第

４項の規定による本町に対する意見聴取があり、本町としては意見がない旨を回答するに

当たり、河川法第５条第５項の規定により議会の議決をお願いするものでございます。 

 以上で細部説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（谷重幸君） これから質疑を行います。９番、谷議員。 

○９番（谷進介君） ９番です。何ら、こういうことでもやっぱり議会議決要るんやなと

いう感心が一つと、じゃ、これいつぐらいからこのもう現況と違ったのか、単純な疑問な

んですが、分かればお教え願いたいです。分かればで。 

○議長（谷重幸君） 農林水産建設課長。 

○農林水産建設課長（大星好史君） お答えします。 

 現況と即してない位置の告示ということでございますので、今回、特定都市河川の指定

に当たり、調査を県が進めていたところですね、発覚したということですんで、今までは

発覚していなかったというようなことでございます。 

○議長（谷重幸君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

○議員 「ありません」 

○議長（谷重幸君） これで討論を終わります。 

 これから採決します。この採決は挙手によって行います。 

 本件、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

○議員 （挙手多数） 

○議長（谷重幸君） 挙手多数です。したがって、議案第１号 二級河川の指定の変更に

ついては、原案のとおり可決されました。 
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 日程第２ 議案第２号 和歌山地方税回収機構の共同処理する事務の変更及び和歌山地

方税回収機構規約の変更についてを議題とします。 

 本件について細部説明を求めます。税務課長。 

○税務課長（浦真彰君） おはようございます。 

 議案第２号 和歌山地方税回収機構の共同処理する事務の変更及び和歌山地方税回収機

構規約の変更について、細部説明を申し上げます。 

 お手元にお配りしています新旧対照表についてもご参照ください。 

 令和６年度から、国税である森林環境税を個人住民税の均等割と併せて市町村が賦課徴

収することになったことを受け、和歌山地方税回収機構で共同処理しています地方税等の

徴収事務の対象税目に森林環境税を追加し、規約を変更するため、地方自治法第２９０条

の規定により議会の議決をお願いするものでございます。 

 条文としては、第３条第１号中「地方税及び」を「地方税、森林環境税及び森林環境譲

与税に関する法律（平成３１年法律第３号）第７条の規定により個人の市町村民税の均等

割及び個人の道府県民税の均等割の賦課徴収と併せて賦課徴収することとされている森林

環境税並びに」と改めるものでございます。 

 以上で細部説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（谷重幸君） これから質疑を行います。９番、谷議員。 

○９番（谷進介君） ９番。一部改正に何らじゃないんですけれども、税回収機構が俎上

に上っておりますので、当町、美浜町が出しているというか、何かあまり最近、成績とい

うか、そんなんをよく聞かないので、美浜町分のその稼働状況というか、こういう質問の

名前がいいのかどうかはよく分からないんですけれども、どれぐらい回収の成績とか、こ

れを回収してねと発注をしてリターンはどれぐらいとか、そのあたりが、今、分かる範囲

であれば、お答えを願いたい。 

○議長（谷重幸君） 税務課長。 

○税務課長（浦真彰君） 谷議員にお答えします。 

 令和５年度の実績ですけれども、移管額としまして１，９７４，７４１円移管してお

ります。それの徴収の実績が、督促・延滞金を総合計しまして、１，２０６，２９２円

となってございます。大体３年間、令和３年度から申しますと、徴収実績は令和３年度

で１，０７３，９７６円、４年度で６５７，６９５円、５年度は先ほど申し上げました

１，２０６，２９２円となってございます。 

 以上です。 

○議長（谷重幸君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

○議員 「ありません」 

○議長（谷重幸君） これで討論を終わります。 

 これから採決します。この採決は挙手によって行います。 
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 本件、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

○議員 （挙手多数） 

○議長（谷重幸君） 挙手多数です。したがって、議案第２号 和歌山地方税回収機構の

共同処理する事務の変更及び和歌山地方税回収機構規約の変更については、原案のとおり

可決されました。 

 日程第３ 議案第３号 美浜町太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例の制

定についてを議題とします。 

 本件について細部説明を求めます。住民課長。 

○住民課長（中西幸生君） 議案第３号 美浜町太陽光発電設備の適正な設置及び管理に

関する条例の制定について、細部説明を申し上げます。 

 太陽光発電は、発電時に温室効果ガスが発生しない再生可能エネルギーとして、固定価

格買取制度の創設以来、急速に普及しました。 

 しかし、全国的には、山林や傾斜地を開発した太陽光発電施設が増加したことで、防災

上の問題が生じたり、住民が居住している周辺に設置されることによる生活環境の変化に

よって、住民とトラブルが発生している事例も見受けられます。 

 令和６年４月に改正されました再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置

法には、事業者によります地域住民に対する説明会の開催が盛り込まれました。 

 しかし、町内に設置されております太陽光発電設備のほとんどであります出力が５０㎾

未満の設備につきましては、事業区域の立地条件次第では、説明会を開催することなく、

事業計画の概要や事業による影響と、その予防措置を記した書面の配付や、その内容をイ

ンターネット上の閲覧に供する事前周知措置で足りる規定となっており、本町の実情に即

していないため、トラブルが発生することが予想されます。 

 固定価格買取制度以外の太陽光発電については、再生可能エネルギー電気の利用の促進

に関する特別措置法が適用されないため、事業者は地域住民に対して法的な説明責任がな

く、地域住民とトラブルになることが想定されることから、本条例では、発電出力や法律

の有無を問わず説明会を開催することや書面により地域住民に同意を得ることを必須とい

たします。 

 また、災害の危険性が非常に高い区域や優れた自然の風景地、文化財、農用地を保全す

るために、事業の禁止区域や抑制区域を定めた条例を制定するものでございます。 

 以下、本条例の条文についてご説明申し上げます。 

 第１条は、本条例の目的について規定しておりまして、太陽光発電設備の設置による自

然環境、生活環境及び景観等に及ぼす影響並びに災害の発生が危惧されることに鑑み、太

陽光発電事業と地域との調和及び自然環境の維持を図り、本町の良好な環境の保全及び災

害の防止に寄与することを目的としてございます。 

 第２条は、本条例で使用する用語について規定しています。 

 第３条は事業者の責務、第４条は土地所有者等の責務、第５条は町の責務、第６条は町
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民の責務について規定しています。 

 第７条は、本条例を適用する事業について規定しております。適用範囲は、町内に設置

される、または設置されている太陽光発電設備でありまして、建築基準法に規定する建築

物上の太陽光発電設備や道路標識、案内板、照明、観測機器その他これらに類する機械及

び工作物等に電気を供給する目的で一体となる太陽光発電設備は適用範囲外といたします。 

 第８条は、事業禁止区域を規定しておりまして、土砂災害特別警戒区域や砂防指定地、

保安林を事業禁止区域と規定しております。法律の規定によって太陽光発電設備の設置許

可を得ている場合は適用外といたします。 

 第９条は、太陽光発電設備の設置が望ましくないと認める抑制区域を規則で定める旨を

規定しております。町長は、抑制区域において事業を実施しないよう事業者に協力を求め

ることとしており、法律や条例の規定によって太陽光発電設備の設置許可を得ている場合

は協力を求めないことといたします。 

 第１０条は、太陽光発電事業の計画段階における事業者と町の事前協議を規定しており

ます。 

 第１１条は、事業区域周辺の地域住民等に対する太陽光発電事業計画の説明会に関する

周知の規定、第１２条は、説明会の実施とその説明内容、説明会の開催後、地域住民等の

同意を得ることを規定しています。 

 第１３条第１項は、太陽光発電事業の工事に着手しようとする６０日前までに、地域住

民等の同意書を添付した届出書を届け出なければならないことを規定しています。 

 第２項は、太陽光発電事業を変更する場合においても地域住民等の同意書を添付した届

出書を速やかに届け出なければならない規定でございます。 

 第３項は、事業者の地位を継承した場合に届け出なければならない規定でございます。 

 第１４条第１項は、太陽光発電事業終了後の措置について規定しておりまして、事業を

終了するときは届け出なければならないことを規定しています。 

 第２項は、太陽光発電設備の撤去や処理について規定しておりまして、事業終了の届出

後は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律や関係法令等に従い、速やかに設備を撤去し、

適正に処理しなければならないことを規定しています。 

 第３項は、太陽光発電設備の撤去及び廃棄物の処理に充てる費用を計画的に積み立て、

確保することを規定しています。 

 第１５条は、本条例の施行に必要な限度において、事業者に対し、報告を求めることが

できることを規定しています。 

 第１６条は、本条例の施行に必要な限度において、町の職員が事業者の事務所や事業所、

太陽光発電事業に関係のある場所に立ち入り、関係書類や物件を検査し、関係者に質問で

きることを規定しておりまして、立入りの際には町の職員であることを示す証票を携帯し、

関係者の求めに対して証票を提示しなければならないことを規定しています。 

 第１７条は、事業者に対して、太陽光発電事業の適正な実施のために指導や助言をでき
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ることを規定しています。 

 第１８条は、事業者が本条例に従わないときは期限を定めて適切な措置を講じるよう勧

告することができる規定でございます。 

 第１９条は、第１８条で規定しております勧告に正当な理由なく従わない事業者に対し、

事業の停止を命じ、相当の期限を定めて太陽光発電設備の除却やその他の違反を是正する

ために必要な措置を講じるよう命ずることができると規定しています。 

 第２０条は、第１９条で規定しております命令を受けた事業者が正当な理由なく命令に

従わないときは、氏名及び住所並びに命令の内容を公表することができることを規定して

おりまして、公表する場合は事業者から意見を聴取することとしており、聴取に応じない

場合は公表することができることを規定しております。 

 第２１条は、命令に従わない事業者を公表した場合は、公表の内容及び公表の事実を国

及び県に報告する規定でございます。 

 第２２条は、委任規定でございまして、条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める

旨を規定しています。 

 附則についてですが、第１項は、施行期日で、本条例は令和７年４月１日から施行する

ことといたします。 

 第２項は、経過措置で、本条例の施行の日の前日までに、再生可能エネルギー電気の利

用の促進に関する特別措置法の規定に基づく認定を受けている事業及び当該認定を受ける

ことを要しない事業であって、現に工事に着手している事業については、第８条の事業禁

止区域、第９条の抑制区域、第１０条の事前協議、第１１条及び第１２条の説明会の周知

及び実施、第１３条第１項の届出は適用しないことを規定しています。 

 第３項は、本条例の施行の日の前日までに実施された事業であって、この条例の施行の

日以後に当該事業を変更するときは、第２項の規定にかかわらず、第１０条の事前協議、

第１１条及び第１２条の説明会の周知及び実施は適用することを規定しています。 

 以上で細部説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（谷重幸君） これから質疑を行います。９番、谷議員。 

○９番（谷進介君） ９番。いろんな他の市町の条例も見ましたが、割に厳しいほうであ

るのかなと。それはそれとして、具体的にちょっと例を挙げてお聞きしたいです。 

 この地域住民ということに関してですね、例えば、この役場のすぐ前の向かいの土地に

でも今回事業者が事業をしようとしたら、その地域住民さんの範囲というのはどの辺りに

までなるのか。それと、その説明会、極めてレアなケースでしょうけれども、物すごく遠

方の方、持ち主がとか、極端な話、海外の方、三尾にはそういうのが多いですからね、そ

のような方に対しての例えば告知とか何かしなきゃならないんですよね。そのあたりを少

し教えてください。 

○議長（谷重幸君） 住民課長。 

○住民課長（中西幸生君） 谷議員にお答えします。 
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 第１２条第３項による同意を得なければならない、説明をしなければならない範囲とい

うことなんですけれども、住民の範囲としましては、規則で一応定めることとしておりま

して、規則では、今、案としまして、事業区域の敷地境界から水平距離で１００ｍ以内の

関係者が、まず地域住民の範囲とします。その地域住民に対して、説明会はする義務ある

んですけれども、それは、再生可能エネルギーの再エネ法の法律において、１００メータ

ーという規制がありまして、それを準用しております。それで、同意を得る範囲としまし

ては、その当該事業地に対して接している土地、全ての方から同意を得るということを条

件として規則で定める予定となっております。 

 その説明会の遠方の方につきましては、規則において説明会に出席できなかった住民等

から求めがあった場合には個別に説明をすることということで規則で規定する予定となっ

ていまして、要するに１００メーターの範囲にある方については、説明会を行うというこ

とを事業者が周知しなければならないということで、遠方の方であっても、その辺は事業

者の務めとして説明会をしていただくという形になります。 

 以上です。 

○議長（谷重幸君） ９番、谷議員。 

○９番（谷進介君） 規則の今ご説明があったので、あれですけれども、そうすると、例

えば北極に住んでいたら、そこまで説明にしにいかなきゃならない。それは悪意のある質

問ですけれども、例えば北海道でもね国内でもだと思うんですよ。そのあたりがどうなの

か。あるかないかのような質問なので、ちょっとあれですけれども、ただ、その県内とか

近畿圏でも結構あるんじゃないかなというのと、それと、その１００ｍのお話がありまし

たが、規則案では、そのほかにいろいろ公の持ち物だとそれに接地するとか、その１００

ｍの中にね、例えば、そこだと小学校がありますよね。じゃ、その小学校の隣接も含まれ

る。ほんで、また道路。 

 僕はなぜこれを聞くかというと、今、最近オフグリッドってご存じですか。グリッドと

いうのは電力供給網の話ですけれども、そこから自宅を切り離そうと。すみません、ちょ

っと前提長くなります。 

 そのためには、例えば家に６００Ｗか１，０００Ｗか２㎾ぐらいのパネルをちょっと置

いてですね、充電設備をして、夜にはそれを使うと。その場合のそのパネルを設置するの

にも、この申請が必要なのかということを。例えば、数百Ｗだと１メーターか２メーター

のパネル１枚か２枚なんです。かつ、その今、道路の問題を出ると、例えば、僕、自分の

家でも考えていますので、私の家に設置したら、私の家は県道御坊由良線に接しているの

で、その道路に接している人みんなが地域住民になると、果て切りない地域住民の数にな

りますよね。そのあたりでちょっとお聞きしているだけです。 

 何も難癖の話で、自分がする場合、これどんなになるんだろうなと。１枚か２枚だった

ら、多分反対もないだろうし、町のほうからも。僕の家はもしかしたら土砂災害のところ

なんで抑制地域かも分かりません。それはまあ置いておいて、だから、そんなふうなこと



令和６年美浜町議会第４回定例会（第３日） 

 

 

 
75 

でちょっと詳しく聞きたいんです。質問の意味合いは分かってもらえましたかね。お願い

します。 

○議長（谷重幸君） 住民課長。 

○住民課長（中西幸生君） まず、その先ほどの遠方の話ですけれども、遠方の方が万が

一説明を受けることができないんじゃないかという話で、先ほどは説明する義務は当然あ

るんですけれども、やっぱり無理であれば、その資料を配付して書面でやり取りするとか、

そういうことはもし万が一そういうことがあれば、事業者にこちらも指導していきたいと

思っています。 

 それと、その先ほどの道路が間に挟んでいるとかという形ですけれども、これも規則の

ほうで規定をしているところがありまして、先ほど言いましたように同意を得なければな

らない範囲については、この事業地の周辺の隣接者全員ですけれども、その間に例えば道

路とか公共用の用地があれば、そこを外した上で、その公共用地や道路に面している土地

の方に、一番面している方に同意をいただく。ずっともらうのではなく、その公共用地に

面しているところの方に同意をいただくという形で規則は考えております。 

 以上です。 

○議長（谷重幸君） ９番、谷議員。 

○９番（谷進介君） もう一点はそのまあまあ分かったんで、そのほうは詳しくまた聞き

ますね、町にね。どこまで必要かというのは、また指導してくれるでしょう。 

 ただ、せっかくしっかりしたこの条例案なのに、何か肝心なところ、例えば１３条で届

出をしなきゃならないという項目は規則で指定してますよね。ほかのところにも、例えば

地域住民も規則でしたけれども、じゃ、その規則は我々議員でもあずかり知らぬところで、

改変は全然、議決事項でもありませんので、できると思うんですけれども、じゃ、それで、

その届出事項を、例えば今、１０項目ぐらいあるのかな、それを全部ぱっと削除して、地

域住民にしても１００ｍを例えば１ｍ、そんなふうに簡単に規則を改変してというと、こ

の条例自体が簡単に骨抜きにならないかという危惧が物すごいあるんですけれども、その

規則の改変、変更についてというのは、もちろん役場の専権事項でしょうけれども、そん

なふうに、それで住民の安心・安全がずっと今後も担保できるのかどうか、すごく不安に

なるんですけれども、その点は問題絶対ないんですか。各規則の各条を削除していけば、

結局、何もせずにできるということになってしまいませんか。 

○議長（谷重幸君） 住民課長。 

○住民課長（中西幸生君） 規則について、その議会議決が要らない。当然それはもう仕

組みなんですけれども、規則についてですけれども、今、考えている条例が一つのベース

としまして、制定した後ですけれども、もし変更することがあればですけれども、この規

則を緩和していくような規則に変更するという考えは全く持っていませんので、先ほど言

いましたように１００メーターのやつを１メーターにするとかということは、そういうこ

とは一切そういうことは考えておりません。逆に厳しくなることはあると思いますけれど
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も、緩和することは考えておりません。 

○議長（谷重幸君） ２番、北村議員。 

○２番（北村龍二君） この条例というのは、国があって、県があって、それに見習って

町の条例があると思います。ほんで、これというのは、その再生可能エネルギーの買取制

度ですか、ＦＩＴ。これに、何と言うたらええんかな、見合うようなことで、このＦＩＴ

を使っていると思うんです。 

 今、例えば民間、大阪ガスとかでも、今後、電気を買い取れるということになりますと、

これは国の制度、経済産業省から法律が来ているのに対して、これをすり抜けるというよ

うなことはないんですかね、民間に変わったから。 

○議長（谷重幸君） 住民課長。 

○住民課長（中西幸生君） 今、北村議員がおっしゃっていたのは、恐らくＦＩＴ法、要

するに固定価格買取制度以外のことだと思うんですけれども、この固定価格買取制度とい

うのは経産省が管轄になっておりまして、当然、先ほどから言っています再生可能エネル

ギー電気の利用の特別措置法というのがベースになっています。そこについては説明責任

とかはあるんですけれども、今回、この条例を制定するに至った一つの経緯は、そのＦＩ

Ｔ法に該当しないものについては、法的根拠が何かといえば電気事業法と聞いたんですね。

ほいで国の方にも聞いたんですけれども、その固定価格買取制度以外のものについてはそ

の説明責任とか法的義務が発生しないということで、これはちょっといかがなものかとい

うことで、条例の制定に今回至っているんですけれども、ＦＩＴ法と違いですね、要する

に。ＦＩＴ法は要するに関電さんとか電気事業者に電気を売ります。非ＦＩＴ、要するに

Ｎｏｎ－ＦＩＴ、ＦＩＴにかからないものについては、直接、例えば、この役場の上にあ

ります太陽光発電も自家消費しているんですよね。そういう場合についても、この条例を

適用するために今回制定させてもらったというところです。よろしいですかね。 

○議長（谷重幸君） ２番、北村議員。 

○２番（北村龍二君） ということは、ＦＩＴかＮｏｎ－ＦＩＴかというのも事前に届出

があるという解釈ですかね。というのは、どっちもあかんということですか。ＦＩＴもＮ

ｏｎ－ＦＩＴもどっちにしても美浜町の条例を通さんとあかんのでということでよろしい

ですか。 

○議長（谷重幸君） 住民課長。 

○住民課長（中西幸生君） ここの条例の条文には一切そのＦＩＴ、Ｎｏｎ－ＦＩＴのこ

とは規定していません。要するに、町内に設置される陸上型の太陽光発電なので、Ｎｏｎ

－ＦＩＴについても固定価格買取制度のＦＩＴ法についても両方とも適用するということ

でございます。 

 以上です。 

○議長（谷重幸君） ７番、繁田議員。 

○７番（繁田拓治君） ちょっと具体的なことでお聞きしますけれども、屋根はいいとい
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うことなんですけれども、例えば、この間から問題になっている東の田んぼのところがあ

りますね。あそこ、例えば、ちょっと埋め立てて、駐車場にするとするでしょう。その駐

車場に屋根をつけた場合、そこへ太陽光をするというふうなことになったら、どないなる

んですか。 

○議長（谷重幸君） 住民課長。 

○住民課長（中西幸生君） 条例の条文に書いていますとおり、建築基準法上の建物、建

築基準法に該当する建物については、今回の条例は適用しないとしていますんで、その駐

車場というもの、ちょっと屋根があるものについては、建築基準法上のものだとなれば、

この条例は適用外となります。それが建築基準法に該当しないものであれば、この条例が

関係してきますけれども、結局は最終的には建築基準法が該当するかしないかというのが

判断のところになります。 

 以上です。 

○議長（谷重幸君） ７番、繁田議員。 

○７番（繁田拓治君） 具体的に、駐車場にまあ、蛍光灯とかが欲しいと。そのための小

さいやつやったらいけるということですか。何かどれぐらい以上とか、そんなんは基準っ

て、そんなんあるんですか。 

○議長（谷重幸君） 住民課長。 

○住民課長（中西幸生君） 今回の条例については、その規模は一切指定しておりません。

大なり小なり、小さくても該当しますので、とにかく建築基準法上の建物に設置するので

あれば該当しませんけれども、建築基準法上の建物というか、建築基準に該当しないもの

については、この条例を適用するという形です。だから、大きい小さいは全く関係ござい

ません。 

○議長（谷重幸君） ３番、古山議員。 

○３番（古山経生君） 繁田議員が言われたんで、あれあれなんですよ、だからまあ言う

たらプレハブをつくって、大きいプレハブでも造った上へ乗せたら、別にそれはもういい

ということなんですよね。 

 じゃ、あと、ちょっと聞きたかったんは、同意というんは、例えば、何ｍと今言われた

ように、同意って何％の人からの同意が必要なんですか。１００人いてたら、もう１００

人とも同意せな駄目なんか、それとも。人数でお願いします。 

○議長（谷重幸君） 住民課長。 

○住民課長（中西幸生君） 条件としているのが、要するに事業地に隣接しているもの全

ての方です。ですので、例えば隣接地に、ちょっと極端にですよ、１００筆の土地がある

場合であれば、その１００人の方から同意を得てくださいということになります。 

 以上です。 

○議長（谷重幸君） ５番、山﨑議員。 

○５番（山﨑悦子君） すみません。そしたら、こちらのほうの附則のところからの質問
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なんですけれども、東中の今、問題になっていますところですが、これは令和７年４月１

日からの施行ということなんですが、ここの文章を読ませていただきましたら、ここに２

番ですね、附則のところの２番のところで、平成２３年法律の第１０８号、第９条の第４

項の規定に基づく認可を受けている者で事業及び当該認定を受けることを要しない事業で

あって、現に工事に着手している事業については云々という、これは干渉しないというこ

となんですが、この工事の言葉の定義ですけれども、今、あそこの東中の現状を見ました

ら、住民のいろいろトラブルがあって、何もまだ着工できてませんよね。この工事につい

てのその解釈を教えてください。 

○議長（谷重幸君） 住民課長。 

○住民課長（中西幸生君） お答えします。 

 この附則についての工事の定義ですけれども、工事とここに書いているところについて

は、要するに固定価格買取制度、この再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する法律

を適用を受けない事業で工事をしている場合です。 

 適用を受けない場合で工事をする場合です。適用を受けない。要するに、適用を受けな

くて工事をしている場合には、それはこの条例から省きますと書いているんですけれども、

例えば東中の具体的に話でいきますと、あちらについては、この固定価格買取制度の法律

に基づいて事業認定を令和２年に受けております。受けている事業については、工事どう

こうは関係なくて、もう事業に着手しているということで判断しております。 

○議長（谷重幸君） ５番、山﨑議員。 

○５番（山﨑悦子君） 今おっしゃっているその認定受けていないのは当然だと思うんで

すけれども、ここのところでは、基づいて認定を受けている事業、もう既にあそこは受け

ていて、何年間までの期限が多分あったかと思うんですけれども、それが大体６年のうち

のあと何年かは残っているんですよね。だけど、現実的には、住民の同意を得られてない

ので、着手できてませんよね。だから、一回認定は受けているけれども、工事にまで着手

できていない事業としたら、この文面を読むと、東中に関しては却下できるんではないの

かな、ここに抵触するんではないかなというふうに思ったんですけれども、そこは違うん

でしょうか。 

○議長（谷重幸君） 住民課長。 

○住民課長（中西幸生君） ここに書いているのは２つありまして、１つは、この法律、

特別措置法に基づいて事業認定を受けているもの。それと、もう一つは、その認定を要し

ない事業の場合は、工事に着手しているという条件にしているんですね。だから、東中に

ついては、工事に着手している、していないにかかわらず、あそこは固定価格買取制度の

この特別措置法に基づいて認定を受けている事業ですので、もう事業の認定を受けている

ものについては、工事の着手の有無は関係なくという解釈ということで、ここへ書かせて

いただいております。 

 ですので、ここの文章を読んでいただきますと、２行目から後半、「認定を受けている
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事業及び」と書いているんですけれども、並びになったら同じことになるんですけれども、

及びと別もんの話ということで理解していただければと思います。 

○議長（谷重幸君） ９番、谷議員。 

○９番（谷進介君） さっきのそのあれで、繁田議員の規模が云々、規模に関係ないとい

うことでしたので、やっぱりさっきも言ったオフグリッドの話、自分のところで自家消費

のために、そんなに大きくないのを。でも、すべからず、たとえ、じゃ、パネル１枚でも

設置するには、この手続は全て必要だということですか。 

○議長（谷重幸君） 住民課長。 

○住民課長（中西幸生君） 今、この条例で書いているところからいきますと、例えば建

築基準法上の建物に設置しない場合については対象となります。 

 以上です。 

○議長（谷重幸君） ９番、谷議員。 

○９番（谷進介君） そうしますとね、環境に影響があるとか、付近住民生活と調和が取

れないとか、災害の起こる危険、危惧されるとか、そういうことが通常は一切ないじゃな

いですか、１枚、２枚であればね。私の家は急傾斜云々でかも分かりませんけど。 

 そうすると、その住んでいる住民の権利なり幸福追求権を侵害しませんか、それでこれ

だけの重荷を課すんであれば。ここの表だと、例えば１００件、小学校あれば、小学校の

周りの全員の同意を取らないと太陽光パネル１枚が設置できないと。少しちょっと住民に

いたずらに過重な責任を負わせると思うんです。 

 かといって、緩くしろと言っているわけじゃないですよ。そういう下側のところにも規

則のところで配慮なり考えるのが、やっぱり行政の務めだと思うんですけれども、その辺

はいかがですか。 

○議長（谷重幸君） 住民課長。 

○住民課長（中西幸生君） 議員おっしゃることも分かるんですが、住民さんに決してこ

の条例が負担をかけているとは思ってなくて、事業者と太陽光パネルと住民さんがいかに

調和を取れるかということが重要と思っています。やはりそれを人によってはその１枚の

パネルでも、やはり嫌な方もおられると思います。ですので、その辺については、１枚で

あろうと同意を得ていただいて、地域住民と問題が起こらないようにしていただきたいと

いうのが、今回の条例の思いでもあります。 

 以上です。 

○議長（谷重幸君） ９番、谷議員。 

○９番（谷進介君） あまりよろしくない質問だろうと思いますけれども、そんなふうな

ときは、その他町長が認めることとかね、そういう規定は、できない話じゃないんじゃな

いですか。もう明らかに自家消費のみであるとか、町のためにというか、それにもなりま

すよね。それは防災上の観点からもいい話なのでね、いたずらに、これは５０キロ未満な

ので４９㎾発電をしようとしている事業者と６００Ｗの人と、そこは、はっきり言って紋
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切り型で、本当に住民のことを考えているようには思えんので、何も今すぐこれを訂正し

ろとか、そういうことではなくて、今後、十二分に検討に値する話だと思いますけれども、

どうですか。 

○議長（谷重幸君） 住民課長。 

○住民課長（中西幸生君） 条例が仮に施行となりましたら、その運用状況を見ながら判

断していきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（谷重幸君） ５番、山﨑議員。 

○５番（山﨑悦子君） 今ですね、多分、住民課長さんが、えらいいろいろ相談なさった

のは、経済産業省というふうに伺っております。 

 私は、前回のときに一般質問させていただくときに様々調べました。今、私が持ってい

る、多分そのときにも申し上げたかと思うんですが、令和２年の環境省から出しているこ

れは「太陽光発電の環境配慮ガイドライン」、これはご存じでしょうか。この中にですね、

事業予定の周知というのが必ずあって、私は、あの一般質問のときにも申し上げたかと思

うんですが、町に条例があるとないとでは随分違います。取りあえず事業をしようと思っ

たら、必ずそこの市町村、自治体に条例があるかどうかを業者は確認しなきゃいけないこ

とになっているんですね。もし自治体のほうにその条例があれば、必ず町に行くというの

が、これは環境省のガイドラインです。こういったことに関することは、全くオミットさ

れるとは私は考えられません。今、谷議員がおっしゃっているように、生活環境に対する

問題だと思うんですね。 

 経済産業省は、省エネで再生可能エネルギーを使って、できるだけ原発とかを抑えてと

いうふうな、環境に優しいものにしようということで、視点が違うと思うんですね。そう

いったところについての十分これは配慮されたものなんでしょうか。 

 多分ここに書かれている美浜町がつくりました条例は、もう私は望んでいるもので、よ

そでもいっぱいつくっているのと類似しているものなんで、オーケーなんですよ、この条

例に関しては。ただただ、今、谷議員が聞いておられたような、どんな施設でも住民なく

てそのまま直接業者がやっていいんかという話だと思うんですけれども、環境に。それは

５０キロでしたかね。㎾以上じゃなくて未満の分に関してということですよね。だから、

これは５０㎾未満であろうがなかろうが、事業者が必ず自治体に、その条例があれば、そ

こにまず必ず確認するということが、環境省からはうたわれているんです。ここのところ

についてお伺いいたします。 

○議長（谷重幸君） 住民課長。 

○住民課長（中西幸生君） 確かに、環境省のこのガイドライン、私も持っていますけれ

ども、そこには、要するに、こういう事業する場合には、住民さんにも説明会をしなさい

よとか、コミュニケーション取りなさいよと書いています。 

 でも、僕のちょっと記憶の中では、この今の再生可能エネルギーの話については、経済
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産業省が法的に、法律があるものなんで、環境省は太陽光発電について法的な根拠を持っ

たものではないような記憶があるんですけれども、このガイドラインというのは、あくま

でもこのようにしてくださいねレベルの話なんで、これは、まあ言うたら罰則とかこれが

ないんですよね、実際は、この部分については。でも、規模に問わず、最終的に先ほど言

いました５０㎾を超えようが超えまいが、大小かかわらず、今回この条例は適用するとい

うことで、その辺はそれで理解していただければいいと思います。 

○議長（谷重幸君） ５番、山﨑議員。 

○５番（山﨑悦子君） すみません、私の質問の仕方が悪かったと思うんですけれども、

美浜町がつくりました新たにつくっていただいた条例が云々とは言っているわけではない

んですが、ただ、今度、経済産業省のほうから、こういうようなことで、もう直接、今ま

でだったら説明会を開かなきゃいけなかったのが開かなくてもいいとか、そういう部分の

ことを今議論されているかと思うので、例えば、環境省そのものが経済産業省と別個のも

ので罰則がないからという意味で、これはトラブルがあるから、多分、環境省のほうがガ

イドラインを出していると思うんですけれども、ガイドラインってそんな軽いものなんで

すか。 

○議長（谷重幸君） 住民課長。 

○住民課長（中西幸生君） ガイドラインは、要するに指針という形ですね。それが法的

根拠があってのガイドラインもありますし、法的根拠がないままのガイドラインというの

もありますんで、この太陽光のこれについては、僕の記憶の中では法的根拠がなかったと

思うんですね。でも、やっぱりトラブルがあるので、環境省としては、このような取組を

してくださいねという形でガイドラインをつくったというちょっと認識はしているんです

けれども、よろしいですか。 

○議長（谷重幸君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

○議員 「ありません」 

○議長（谷重幸君） これで討論を終わります。 

 これから採決します。この採決は挙手によって行います。 

 本件、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

○議員 （挙手多数） 

○議長（谷重幸君） 挙手多数です。したがって、議案第３号 美浜町太陽光発電設備の

適正な設置及び管理に関する条例の制定については、原案のとおり可決されました。 

 日程第４ 議案第４号 美浜町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を

改正する条例についてを議題とします。 

 本件について細部説明を求めます。子育て健康推進課長。 

○子育て健康推進課長（谷輪亮文君） おはようございます。 
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 議案第４号 美浜町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条

例について、細部説明を申し上げます。 

 お手元にお配りしています新旧対照表についてもご参照ください。 

 今回の改正は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例のうち、別表第１の改正

として、個人番号を独自利用する事務として、美浜町福祉医療費給付に関する条例による

老人医療費の支給に関する事務及び子ども医療費の支給に関する事務、障害者の日常生活

及び社会生活を総合的に支援するための法律による日中一時支援の支給に関する事務及び

日常生活用具費の支給に関する事務を追加いたします。 

 別表第２の改正では、別表第１で定められた独自利用事務において、地方税関係情報で

あって規則で定めるもの及び医療保険給付関係情報等を条例に位置づけることにより、対

象者の負担の軽減と事務の効率化を図るために改正するものでございます。 

 附則として、この条例の規定は公布の日から施行いたします。 

 以上で細部説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（谷重幸君） これから質疑を行います。９番、谷議員。 

○９番（谷進介君） ９番です。マイナンバーカードのあれだと思うので、ピント外れて

いたら、ごめんなさい。 

 美浜町では、もう発行というか、普及というか、このあたりがどんなもんなのか。それ

と、マスコミで、よくひもづけのトラブルであるとか、漏えいまではあんまり聞いたこと

ないんですけれども、やっぱり話題になったら、そい皆、そんなん大丈夫というふうにお

問合せを受けるのがほとんどでありますので、そのあたり、何を絞って聞いているのか自

分でもよく分からないんですが、今の普及の度合いとか、今後、間違いなく運用されてい

くのか。また、巷間言われている危険性についての見解をお示しください。 

○議長（谷重幸君） 住民課長。 

○住民課長（中西幸生君） 交付状況についてご説明申し上げます。 

 令和６年１１月３０日現在です。申請率にしまして、町民の方の申請率が９５．２％。

うち、そこで交付されている方は町民全体からしまして８３．９％に当たります。 

 以上です。 

○議長（谷重幸君） 子育て健康推進課長。 

○子育て健康推進課長（谷輪亮文君） 谷議員にお答えいたします。 

 マイナンバーカードの、うちのほうは国民健康保険しか分からないんですけれども、ひ

もづけされている方、今、６年１１月末現在で、国保の被保険者が１，４６６名ございま

す。そのうち、ひもづけされている方が１，０５４名で、ひもづけ率が７１．９％でござ

います。それと、国保のほうで、マイナンバーカードの個人情報の誤入力の事例はござい

ません。 
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 以上です。 

○議長（谷重幸君） ９番、谷議員。 

○９番（谷進介君） 単純にその申請が９５．何がしで、交付が、まあまあ１２％ぐらい

差があるんやけど、これはこんなもんなん。事務手続上でこうなっているのか。何かこん

なに申請率と交付率に差があるんだなと、単純に疑問が湧きました。 

 それと、今、国保は１，４６６名中１，０５４名、私は社保ですけれども、保険証にし

ています。そんなんは町では全然分からんわけ。 

 何や、ほたら町ではマイナンバーカードについて、すべからず全て把握しているとそう

いうわけではないんですか。それと、申請率と交付率になぜこんなに乖離があるのか。そ

れ２点お願いします。 

○議長（谷重幸君） 子育て健康推進課長。 

○子育て健康推進課長（谷輪亮文君） 保険のほうは、町のほうでは国民健康保険の情報

しか分かりません。 

 以上です。 

○議長（谷重幸君） 住民課長。 

○住民課長（中西幸生君） 申請率との乖離ですけれども、現にやっぱり作られたんです

けれども申請はされたんですけれども、皆さん取りに来られていないというような現状も

ありまして、それで残っている分も実際ありますので。 

 以上です。 

○議長（谷重幸君） ９番、谷議員。 

○９番（谷進介君） 今、その単純な疑問湧いたんですけれども、マイナンバーカードと

いうのは結局どこが管理しているわけ、町の業務としたら。結局、保険証を廃止するわけ

なんでしょう。もう効力なくなりましたよね、たしかね、ほな、町は確かに国保しか事業

を保険者として国保しかやっていないので、それ以外は分からん。これ分かるんですけれ

ども、ほんならマイナンバーカードのほかの何がどうなってああなってというのは、町は

それ以外は一切関知しないという。いや、そうでもないよな、そんなふうに、今、何か聞

いたら、そんなに思ったんですけれども、結局、マイナンバーカードについて、今後、疑

問とかできたら、国へ直接聞かなきゃ駄目ということなんですか。 

○議長（谷重幸君） 住民課長。 

○住民課長（中西幸生君） お答えします。 

 町についてはマイナンバーカードの情報というのは、要するに皆さんが例えば先ほどの

保険証のひもづけとか、そういうことの情報について、町は、実際先ほど言いましたよう

に国保の分は把握はしてますけれども、それ以外は実際把握していないというのが実情で、

そういうデータについては全てもう国のほうが管轄しておりまして、我々がその情報を見

に行くとか、そういうことはできないんですよね。ですんで、役場へ例えば問合せが来た

としても、先ほど言いましたように受け付けて、お話は国へ聞いてまた伝えるということ
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はできますけれども、直接役場が主体的に回答するということは多分ないことがほとんど

だと思います。あくまで役場は交付、マイナンバーカードの交付というのが一つの事務で

ありまして、そこらでそういうことです。 

 あと、個人の情報については、もう皆さん個々でマイナポータルで見てもらうというと

ころで、我々が行政側が個人のマイナポータル入っていくことはできないので、パスワー

ドが要りますので。ですので、行政のほうでは皆さんのことは分からないというのが実情

です。 

○議長（谷重幸君） ９番、谷議員。 

○９番（谷進介君） いや、それでね思ったのは、例えば、マイナンバーカードに自分の

口座とか何かひもづけしていたら、町や何かからお金が、お金がくれるというのはおかし

いな、何か交付金がするとか何か補助金をしますというときに、それで、その口座で手続

が簡単になるというふうな説明を聞いた記憶があるんですけれども、そうなると。 

 それはまた違ってくるんですか。ほんなら、町はこれを基に、谷進介さんはこの口座や

から、５千円くれるとしてですよ、それでぱっと振り込む、支払う、給付する。それに使

えるというふうに自分で理解していたんですけれども、それは間違いですか。 

○議長（谷重幸君） 住民課長。 

○住民課長（中西幸生君） その口座情報については、町が情報を持っているわけではな

くて、国が持っている状況で、要するに、例えば国がそういうふうな給付金を何かをする

というときに、その情報を使うということで、そういうことがない限りは町も情報がない

んですよね。多分、その口座を使うとなれば、法律に基づいて使う形になるんで、そのと

きは町が国から指示を受けて、その口座へ振り込んでいくという形になると思います。 

○議長（谷重幸君） ４番、松下議員。 

○４番（松下太一君） さっきからの話、ちょっとよう分からんようになってきてんけれ

ども、町は交付するだけと言いましたよね。じゃ、例えば、保険が国保から社保に変わる、

社保から国保に変わる。そういうときにも町へ言うていってもあかんということですか。

そこらちょっとお願いします。 

○議長（谷重幸君） 住民課長。 

○住民課長（中西幸生君） 皆さん一人一人持たれているマイナンバーってありますよね。

そのマイナンバーに要するにもう保険がひもづけされている状態なんですね。要するに、

今度、国保から例えば社保に変わったとしたら、もう自動的に情報が変わる仕組みになっ

ているんです。ですので、届出とかそういうことは一切要らないんです、保険が切り替わ

ったとかいうことになっても。今までは要ったんですけれども、マイナンバーになれば、

もう要らないという形になります。 

○議長（谷重幸君） ４番、松下議員。 

○４番（松下太一君） それだったら、もし変わった場合に、どこにも届出せんと、もう

持っているだけで自動に変わるということですね。 
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○議長（谷重幸君） 住民課長。 

○住民課長（中西幸生君） 変わるとなると、国保は国保で多分手続に役場へ来ますよね。

国民健康保険に変わりましたんでと手続に来ますよね。例えば、社会保険になれば、事業

所へマイナンバーを多分出さないと駄目やと思うんですね。そういうことで、もう自動的

にひもづけがされていく形になっていくんです。理解していただけますか。 

○議長（谷重幸君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

○議員 「ありません」 

○議長（谷重幸君） これで討論を終わります。 

 これから採決します。この採決は挙手によって行います。 

 本件、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

○議員 （挙手多数） 

○議長（谷重幸君） 挙手多数です。したがって、議案第４号 美浜町行政手続における

特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定

個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されま

した。 

 日程第５ 議案第５号 美浜町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について

を議題とします。 

 本件について細部説明を求めます。総務課長。 

○総務課長（中村幸嗣君） 議案第５号 美浜町職員の給与に関する条例の一部を改正す

る条例について、細部説明を申し上げます。 

 お手元にお配りしています新旧対照表についてもご参照ください。 

 今回の改正は、人事院勧告による改正でございまして、改正内容につきましては２点ご

ざいます。 

 １点目は、給料についてで、民間との較差２．７６％を解消するため、初任給を高校卒

１２．８％、２１，４００円、大学卒１２．１％、２３，８００円を引き上げるなど、給

料表を引き上げる改定を行います。 

 ２点目は、ボーナスを０．１月分の引上げでございます。民間の支給状況等を踏まえ、

期末手当及び勤勉手当に配分されます。期末・勤勉手当を合わせ、年間４．５月分から

４．６月分となります。 

 以下、条文に沿ってご説明申し上げます。 

 第２６条の改正は、令和６年１２月の期末手当の改正でございます。 

 第２７条の改正は、令和６年１２月の勤勉手当の改正でございます。 

 別表第１の改正は、給料表の改正でございます。 

 この条例は、令和６年４月１日から適用します。 

 給与の内払いは、改正前の給与条例に基づいて支給された給与は内払いとみなします。 
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 以上で細部説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（谷重幸君） これから質疑を行います。９番、谷議員。 

○９番（谷進介君） 単純な質問です。 

 この改正によってですね、町としては、どれぐらいの負担というと、当然、払う給料や

から、それが負担かというと語弊がありますけれども、予算的にどれぐらい増えるのか。 

 それと、記憶違いだったらあれですけれども、こんなに額が引き上がるというのは僕は

初めてのような気がするんですけれども、その件に関して、感想を求めると言ったら語弊

がありますけれども、今までそれだけ差があったのかというふうな、ちょっと驚愕してい

る部分もあるんですけれども、それらのこと。意見というか、考えと、どれだけ予算増に

なるのかをお答えください。 

○議長（谷重幸君） 総務課長。 

○総務課長（中村幸嗣君） お答えします。 

 人件費になりますんで、給与、職員手当、共済費等の人勧による増額分でございます

が、正職員分としましては合わせて１９，１６３千円、会計年度任用職員の分としまし

て２３，６３４千円でございます。 

 あと、この引上げについてですが、水準としましては、３０年以来の高い引上げ水準と

いうことになってございます。基本的な考えとしましては、民間給与との較差を計算した

上での改正でございます。 

 改正の理由としましては、近年の人材不足等が考慮されておると。また、若年層にも引

上げの手厚い配慮をしておるという内容があるようでございます。 

 以上です。 

○議長（谷重幸君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

○議員 「ありません」 

○議長（谷重幸君） これで討論を終わります。 

 これから採決します。この採決は挙手によって行います。 

 本件、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

○議員 （挙手多数） 

○議長（谷重幸君） 挙手多数です。したがって、議案第５号 美浜町職員の給与に関す

る条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。 

 日程第６ 議案第６号 美浜町地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 

 本件について細部説明を求めます。かがやく長寿課長。 

○かがやく長寿課長（井田時夫君） 議案第６号 美浜町地域包括支援センターの職員及

び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について、細部説明を申し上げま

す。 
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 お手元にお配りしています新旧対照表についてもご参照ください。 

 今回の改正は、本条例の基準となっています介護保険法施行規則（以下「省令」といい

ます。）の改正により、地域包括支援センターが担当する区域における第１号被保険者お

おむね３，０００人以上、６，０００人未満の地域包括支援センターにおける人材確保が

困難な状況を踏まえた柔軟な職員配置を可能とする配置基準の見直しが行われたことから、

本町においても省令の基準に従い改正するものでございます。 

 以下、新旧対照表の条文に沿ってご説明いたします。 

 第３条第２項は、地域包括支援センター運営協議会の定義規定が、省令第１４０条の

６６第１号ロ（２）から同号イに移ったことから、その引用箇所を改めるものでございま

す。 

 第４条第１項は、地域包括支援センターが担当する区域における第１号被保険者おおむ

ね３，０００人以上６，０００人未満ごとに、専門職である保健師、社会福祉士、主任介

護支援専門員の３職種の常勤職員をそれぞれ１名配置することとなっていますが、非常勤

職員の勤務延べ時間数を常勤職員の員数として換算する常勤換算方法によることが可能に

なる規定を加えるものでございます。 

 同項第３号は、省令と同様に具体的に定めていた主任介護支援専門員の定義を省令の定

義規定を引用して定義するよう改めるものでございます。 

 改正案の第４条第２項は、複数の地域包括支援センターが担当する区域の第１号被保険

者を合計した人数に応じて合算した３職種の常勤職員数を配置することで、各地域包括支

援センターがそれぞれ配置基準を満たすことができる規定を加えるものでございます。 

 改正案の第４条第３項は、現行の第４条第２項で規定しています地域包括支援センター

が担当する区域における第１号被保険者おおむね３，０００人未満の人員配置基準で、こ

の区域の人員配置基準に変更はなく条文を整理するものでございます。 

 なお、本町の第１号被保険者数は２，４００人前後で、同項第３号に規定するおおむね

２，０００人以上３，０００人未満に該当し、保健師１名、社会福祉士または主任介護支

援専門員のいずれか１名という緩和された人員配置基準になっておりますが、本町は、保

健師、社会福祉士、主任介護支援専門員の３職種の常勤職員それぞれ１名の人員配置で、

運営、業務を行っているところでございます。 

 現行の第４条第３項は、センターが担当する区域における第１号被保険者数がおおむね

６，０００人を超える場合の人員配置基準で、省令改正に伴い削除するものでございます。 

 附則として、この条例は公布の日から施行いたします。 

 以上で細部説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（谷重幸君） これから質疑を行います。９番、谷議員。 

○９番（谷進介君） 単純に、対象の職員の方、今、うちは省令より何か手厚いような内

容だったように僕は取ったんですけれども、その方たちに過重な労働や過度な責任がこの

改正によっていかない。そういうことの危険性はないのかと、それと対象の被保険者の方
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が不利益を被らないのか。この２点だけお答えください。 

○議長（谷重幸君） かがやく長寿課長。 

○かがやく長寿課長（井田時夫君） 谷進介議員にお答えします。 

 当町の法令による基準からいきますと、保健師１名、それから社会福祉士または主任介

護支援専門員ということで、合計２名あれば基準を満たすようになっていますが、本町で

は、保健師１名、社会福祉士１名、それから主任介護支援専門員１名という、合計３名と

いうことで、基準よりも多い人数で運営しているところでございます。それですので、職

員に対して過重に負担になっているということはないかと思われます。 

 それから、今回の改正によりまして本町の基準が変わることはございませんので、被保

険者に対して何ら変わることはございません。 

 以上です。 

○議長（谷重幸君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

○議員 「ありません」 

○議長（谷重幸君） これで討論を終わります。 

 これから採決します。この採決は挙手によって行います。 

 本件、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

○議員 （挙手多数） 

○議長（谷重幸君） 挙手多数です。したがって、議案第６号 美浜町地域包括支援セン

ターの職員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例については、原案の

とおり可決されました。 

 日程第７ 議案第７号 令和６年度美浜町一般会計補正予算（第６号）についてを議題

とします。 

 本件について細部説明を求めます。総務課長。 

○総務課長（中村幸嗣君） 議案第７号 令和６年度美浜町一般会計補正予算（第６号）

について、細部説明を申し上げます。 

 今回の補正は、既定の歳入歳出予算の総額から、それぞれ２２，８４２千円を減額し、

補正後の歳入歳出予算の総額を４４億８３，１４２千円とするものでございます。 

 最初に、全体的なことといたしまして、各科目において給料、職員手当等、共済費、退

職手当負担金の補正がございます。この補正は、給与条例の改正のところでお認めいただ

いた人事院勧告による増額、超過勤務手当、人事評価、昇格等を要因とする人件費の補正

でございます。休職者、退職者の人件費につきましては、減額補正しています。 

 まず、４ページ、第２表地方債補正１追加は、学校教育施設等整備事業（松洋中学校施

設外壁等改修事業）によるもの、２変更は、公共事業等（交通安全対策事業）によるもの

でございます。 

 それでは、歳入からご説明いたします。 



令和６年美浜町議会第４回定例会（第３日） 

 

 

 
89 

 ８ページの地方特例交付金、新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金

３００千円の追加は、固定資産税の軽減による減収額が国費で補塡される交付金でござい

ます。 

 地方交付税、普通交付税３２，６０９千円の増額は、財源調整でございます。 

 国庫支出金、国庫負担金、民生費国庫負担金、社会福祉費負担金１，０４１千円の追加

は、障害者医療費負担金は実績見込みによる１，５００千円の追加と、国民健康保険保険

基盤安定負担金４５９千円の減額は確定によるものでございます。 

 国庫補助金、土木費国庫補助金、道路橋梁費補助金７２，０３７千円の減額は、尾ノ上

橋・尾ノ上橋歩道橋修繕工事を予定していた道路交通安全対策事業費補助への要望額に対

して内示額が約２０％と減額されたことによるものでございます。 

 教育費国庫補助金、中学校費補助金１７，６４３千円の追加は、学校施設環境改善交付

金でございます。 

 １０ページの国庫補助金、民生費国庫補助金、社会福祉費補助金９９０千円の追加は、

障害者総合支援事業費補助金で心身障害者福祉費、委託料の増額補正に伴う国庫補助金の

増額で、補助率は２分の１でございます。 

 県支出金、県負担金、民生費県負担金、社会福祉費負担金１，９５０千円の減額は、国

民健康保険保険基盤安定負担金、障害者医療費負担金、後期高齢者医療保険基盤安定負担

金の確定によるものでございます。 

 県補助金、農林水産業費県補助金３，２５７千円の追加は、農作物鳥獣害防止総合対策

事業と鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業は実績見込みによるもので、農地利用最適化交

付金の追加は交付決定によるものでございます。 

 財産収入、財産運用収入、利子及び配当金４８３千円の追加は、財政調整基金、墓地基

金、教育施設整備基金の利息でございます。 

 諸収入、雑入２２千円の追加は、雇用保険料自己負担分でございます。 

 １２ページ、町債、土木債、公共事業等債４０，４００千円の減額は、尾ノ上橋・尾ノ

上橋歩道橋修繕工事の縮小に伴うものでございます。 

 教育債３５，２００千円の追加は、学校教育施設等整備事業債で松洋中学施設外壁等改

修事業に充当いたします。 

 次に、歳出について申し上げます。 

 １４ページの議会費３６９千円の追加は、人件費の補正でございます。 

 総務費、総務管理費、一般管理費７，６１５千円の追加は、人件費の補正でございます。 

 諸費２，２３１千円の追加は、各事業実績が確定し、過年度児童手当負担金償還金５９１

千円、子どものための教育・保育給付費負担金償還金１１千円、出産子育て応援交付金償

還金１，６２９千円を償還いたします。 

 財政調整基金費２９５千円の追加は、利子積立金でございます。 

 １６ページの地方創生事業費４８７千円の追加、徴税費、税務総務費９３６千円の追加、
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戸籍住民基本台帳費７１２千円の追加は、人件費の補正でございます。 

 １８ページ、民生費、社会福祉費、社会福祉総務費１，２４３千円の減額は、人件費の

補正と、国民健康保険特別会計への繰出金２，０３６千円の減額でございます。 

 国民年金費１５４千円の追加は、人件費の補正でございます。 

 老人福祉費２，５７６千円の追加は、人件費の補正と、繰出金１，８６４千円の追加は、

介護保険特別会計と後期高齢者医療特別会計への繰出金でございます。 

 ２０ページ、心身障害者福祉費４，９０２千円の追加は、人件費の補正と、委託料

１，９８０千円の追加は、令和６年度障害福祉サービス等の報酬改定に係るシステム改修

費用の補正でございます。 

 負担金補助及び交付金では、障害者総合相談センター負担金（消費税等）２，７０９千

円の追加がございます。これは、現在、太陽福祉会と和歌山県福祉事業団へ委託していま

す障害者相談支援事業について、これまで本事業は消費税非課税事業と認識していました

が、このたび課税対象事業であることが判明しましたので、両法人が修正申告により納税

した消費税等相当額を１市５町で負担することになったものでございます。 

 福祉センター管理費１６５千円の追加は、トイレの修繕費でございます。 

 心身障害者医療費、扶助費３，０００千円の追加は、自立支援医療費更生医療費で対象

者の増によるものでございます。 

 地域包括支援センター運営費３，１２６千円の減額は、人件費の補正でございます。 

 児童福祉費、児童措置費２５千円の追加と、２２ページ、放課後児童健全育成事業費

１，５０１千円の追加は、人件費の補正でございます。 

 衛生費、保健衛生費、保健衛生総務費１，２４２千円の追加は、人件費の補正でござい

ます。 

 予防費１，５８５千円の追加は、人件費の補正と、扶助費１，１００千円は、帯状疱疹

ワクチン予防接種費助成費の実績見込みによる追加でございます。 

 墓地基金費３千円の追加は、利子積立金でございます。 

 農林水産業費、農業費、農業委員会費２，１６０千円の追加は、人件費の補正と、報酬

１，６２５千円と需用費２４５千円の追加は、最適化交付金交付決定によるものでござい

ます。 

 農業総務費２，１２０千円の追加は、人件費の補正と、負担金補助及び交付金１，７０６

千円の追加は、有害鳥獣捕獲支援事業で当初の計画より捕獲数が増加したことによるもの

でございます。 

 農地費３２９千円の減額は、委託料は５５０千円の減額で、ため池氾濫解析委託業務に

ついては、調査が不要になったためでございます。 

 ２６ページ、負担金補助及び交付金２２１千円の追加は、下水道事業会計補助金（農

集）でございます。 

 林業費、林業総務費４９６千円、商工費、観光費８２９千円の追加は、人件費の補正で
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ございます。 

 土木費、土木管理費１，５８４千円の追加は、人件費の補正でございます。 

 道路橋梁費、道路橋梁総務費６００千円の追加は、電気料金の高騰によるものでござい

ます。 

 道路維持費９１３千円の追加は、人件費の補正でございます。 

 道路新設改良費、工事請負費１億１６，９４６千円の減額は、尾ノ上橋・尾ノ上橋歩道

橋修繕工事に係る国庫補助金が減額されたため、歩道橋の防水及び舗装の更新工事のみを

施工することになったためでございます。 

 都市計画費、下水道費３３８千円の追加は、下水道事業会計補助金（公共）でございま

す。 

 ３０ページの教育費、教育総務費、事務局費１，２４０千円の追加は、人件費の補正で

ございます。 

 教育施設整備基金費１８５千円の追加は、利子積立金でございます。 

 小学校費、学校管理費５，６５５千円の追加は、人件費の補正と、需用費１，１５３千

円の追加は、和田小学校職員室東側の窓にスチール製の防球ネットを外付けする費用で、

グラウンドのサッカーゴールを少し北側に移動させたく取り付けるものでございます。 

 役務費４２６千円の追加で、リサイクル料１５１千円は各教室に設置されていた５２型

液晶テレビのリサイクル料、庭木剪定料２７５千円は、同じく和田小サッカーゴールの移

動に伴うグラウンド東側のクスノキの枝剪定料でございます。 

 ３２ページの中学校費、学校管理費５２，３０８千円の追加は、人件費の補正と、役務

費１２７千円は、小学校費と同じく各教室に設置されていた液晶テレビのリサイクル料が

７２千円の追加、松洋中学校校舎屋根調査業務５５千円と使用料及び賃借料の重機等借り

上げ料５０千円の追加は、既に実施しました校舎屋根からのモルタル片落下に関する調査

費用を補塡するものでございます。委託料１，２６３千円と工事請負費４９，５００千円

の追加は、松洋中学校施設外壁等改修事業で、校舎の外壁塗装等に係る費用でございます。 

 こども園費、ひまわりこども園費６６５千円の減額は、人件費の補正と、需用費３，０１７

千円の追加は、令和７年度から２歳児のクラスを１クラス増やすことによる保育室内での

ロールカーテンや棚の新設、他の保育室からの棚の移設、２歳児用トイレ便器への改修に

係る費用でございます。 

 社会教育費、社会教育総務費９２２千円の追加は、人件費の補正でございます。 

 公民館費１，０４１千円の追加は、人件費の補正と、需用費６６０千円の追加は、郷土

資料館前の雑木伐採と花壇撤去、舗装等に要する費用でございます。 

 図書館費８，８６０千円の追加と保健体育費、学校給食施設費３９８千円の追加は、人

件費の補正でございます。 

 以上で歳出の補正についてご説明申し上げました。 

 添付資料としまして、給与費明細書、地方債の現在高の見込みに関する調書を添付いた
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しましたので、ご覧いただきたいと思います。 

 以上で細部説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（谷重幸君） しばらく休憩します。 

 再開は１０時４０分です。 

午前十時二十五分休憩 

   ―――・――― 

午前十時四〇分再開 

○議長（谷重幸君） 再開します。 

 これから質疑を行います。８番、龍神議員。 

○８番（龍神初美君） ８番。８ページの土木費国庫補助金の減額の件です。 

 道路交通安全対策事業への要望額に対して、内示額が２０％に減額されたて細部説明で

伺いました。町からは、道路の交通安全対策として、これだけしたいていう要望にかかわ

らず、２０％になったていうのは、ちょっと私も今までこんなんあったんかなとか思って、

びっくりしたんで、この歩道橋は前に交通事故があってできたいきさつも、私、幼い頃に

分かっているんで、ここは大事なところなんで、ちょっとその要望したんは、どのような

要望をして、ほいて塗装とかってさっき内容を言うてられましたが、その２０％の部分と

ちょっと詳しく教えていただければと思います。 

○議長（谷重幸君） 農林水産建設課長。 

○農林水産建設課長（大星好史君） お答えします。 

 まず、要望額に対してはですね、もともとこの両方の橋梁の修繕、約１億２０，０００

千円ぐらいを計画しておりました。国のほうでですね、今まで社会資本総合整備交付金と

いうことで、こういうふうな事業があったんですけれども、全国各地でいろいろ交通安全

に対する事故もございまして、今、道路交通安全対策事業というのが別枠で設けられまし

た。 

 それに対してですね、道路橋の長寿命化ということで５年に一度検査しているんですけ

れども、その中で、美浜町の中で優先度の高い尾ノ上橋及び尾ノ上橋歩道橋の修繕を考え

ておりました。ただですね、やはりこれは僕もびっくりしたんですけれども、やっぱり和

歌山県に対して配分される枠に対して、美浜町の尾ノ上橋・尾ノ上橋歩道橋の危険度・緊

急度というのがですね、施工区分が２という判定になっております。それが１というのが

ですね健全であるという橋梁になっています。当然これ道路橋の点検の結果を基にはじき

出しているんですけども。 

 健全度の判定区分で、美浜町は１が５橋、当時の調査で、あと３３橋が施工区分２にな

っているということで、施工区分２は何かといいますと、予防保全段階というようなこと

がうたわれておりまして、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態というこ

とになっております。これ、施工区分が４つありまして、３は早期措置段階、４が緊急措

置段階ということで、緊急的にもう措置をしなさいよというようなことでございまして、
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和歌山県の中ではですね、橋梁の数も美浜町少ないですけれども、インフラ、そういうふ

うな橋梁に対して、和歌山県の橋梁の老朽化が、やっぱり緊急度の高いものが多かったと

いうことでございますので、美浜町は施工区分２予防保全段階の部分についてのですね予

算の配分が少なかったというふうなことになっております。 

 あと、工事の内容ですけれども、尾ノ上橋本橋についてはですね、橋脚のクラックであ

ったりですね、あと部材であったりというのを断面修復しまして、それを再塗装するとい

うふうな工事内容でございました。歩道橋についてはですね、同じように今度は橋面、舗

装部分の補修と桁の部分の断面修復を考えておりました。今回の予算の具合でですね、橋

面の補修、いわゆる橋梁の舗装ですね、そこの部分の打ち替えと、それの下の部分の防水

工事を行う。こういうふうな工事で長寿命化を図っていくとこういうことでございます。 

○議長（谷重幸君） ８番、龍神議員。 

○８番（龍神初美君） 今のお話でありますと、２番ですか、予防のほうだというのは、

緊急を要するという、仮に県から１００出てきたら、緊急のやつから取っていったんじゃ

なくて、うちの尾ノ上橋は予防のほうで、ちゃんと２のまだ安全性はあるということで、

まだまだ安全やというように取っといていいんですね。確認だけです。 

○議長（谷重幸君） 農林水産建設課長。 

○農林水産建設課長（大星好史君） そうですね。ただですね、予防保全の段階で補修を

かけるとなると、やはりやり替えるよりも安く済むというようなところもありますので、

私どもは、こういうふうに橋梁点検、もう２回目終わったんですけれども、この時点で橋

梁の修繕の計画を立てたというようなことでございます。 

 なので、全体的なことを考えると、今回要望していた尾ノ上橋についてはですね、そこ

まで緊急性が高くないような区分に入っているというふうな結果もございますし、そこも

そういうふうに判断されたというようなところでございます。 

○議長（谷重幸君） ９番、谷議員。 

○９番（谷進介君） ９番。歳入というか、まず地方債のところでですね、学校教育施設

等整備事業で、なぜこれになったのか、これが一番有利な起債なんですかどうかというの

と、それと単純に地方交付税の普通交付税、あとどのぐらい残っているんですか。 

○議長（谷重幸君） 総務課長。 

○総務課長（中村幸嗣君） まず、学校教育施設等整備事業の起債についてですが、これ

は最良の起債を充当しております。地方税、普通交付税につきましては、現計の予算でい

きますと１３億３８千円ということになっておりまして、現在確定しておる普通交付税が

１７億２０，９５７千円ございます。あと、残っているいわゆる予算化していない金額と

しましては、３億３１，３１９千円ございます。 

 以上です。 

○議長（谷重幸君） ９番、谷議員。 

○９番（谷進介君） 最良の起債だとお聞きしましたので。ちなみに充当率であるとか、
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その需要額への算入の割合とか算定の割合とか、それをお示し願えますか。 

○議長（谷重幸君） 総務課長。 

○総務課長（中村幸嗣君） この充当率等につきましては１００％充当で、６０％の交付

措置がございます。 

 以上です。 

○議長（谷重幸君） ９番、谷議員。 

○９番（谷進介君） 今、６０％というのがありましたが、またこれは違う数字の起債も

ありますよね、７０％措置のね。それは事前に事業を申請していないから当てはまらなか

ったというお答えになるのか、それとも、そこへのお考えはなかったのか。そのあたりご

説明願えますか。 

○議長（谷重幸君） 総務課長。 

○総務課長（中村幸嗣君） 議員が言われるような７０％交付税措置という起債もござい

ますが、その場合については、充当率が９０％となります。によって、一般財源が１０％

の持ち出しが発生することによって、計上しました起債のほうが手厚い起債ということに

なります。 

 以上です。 

○議長（谷重幸君） いいですか。２番、北村議員。 

○２番（北村龍二君） すみません、ちょっと教えてください。 

 この鳥獣被害というのは、主にやっぱりイノシシだけになるんですか。もちろんアナグ

マとかもあるんでしょう。この辺ちょっと詳しいことを教えてください。 

○議長（谷重幸君） 農林水産建設課長。 

○農林水産建設課長（大星好史君） お答えします。 

 まず、イノシシだけなのかというところですけれども、やはりイノシシが多うございま

す。 

 ただですね、最近、ニホンジカもかなり増えておりまして、令和５年度の実績と、今、

６年度の上半期の比較をしますと、令和５年度、イノシシは１２１頭だったのに対して、

６年度の上半期で既にもう１２４頭捕れています。ニホンジカについてはですね、２８頭

だったのに対して、６年度の上期でもう２３頭捕れております。これについてはですね、

目撃情報も多く、今回、その約倍、４３頭を予定していると、ニホンジカについては。 

 イノシシについてもですね、昨年度は１２１頭だったのに対して、今年、下期分も含め

て２４７頭、やっぱりちょうど倍ぐらいの頭数を予定しておるところでございます。 

 アナグマとかですねイタチとかというのは、あまり変わりはないんですけれども、アナ

グマのほうは少しやっぱり目撃情報もあるんで、多めに予算として取らせていただいてお

ります。 

 一方、タヌキのほうですね、ちょっと病気のほうで亡くなっているタヌキも多いみたい

なんで、そこらはそういうふうな対応をしておるところですけれども、今回の補正で当初
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予算の倍ぐらいになっているという規模になっています。 

 以上です。 

○議長（谷重幸君） ２番、北村議員。 

○２番（北村龍二君） 私、個人的に私の家なんですけれども、ほとんど出るんですよね。

鹿もイノシシも猿もイタチもタヌキもアナグマも皆、がっと寄ってくるんですけれども、

やっぱりちょっと怖いときもあるんです、鹿とか角とか。猿もキイキイキイキイ言うて、

ばっと走り回るんで、例えば鹿の捕る何か箱みたいなんあるんですか。猿はどんなにして

るんですかということを、ちょっと変な話に聞こえるんですけれども、案外怖いので、ち

ょっとお聞きします。 

○議長（谷重幸君） 農林水産建設課長。 

○農林水産建設課長（大星好史君） お答えします。 

 実はですね、以前からそういうふうな話もございまして、北村議員の自宅の近く、上ノ

池の辺りに、おっしゃるとおり、いろんな動物が集まってくるというふうなお話も聞いて、

昨日、私も現場へ行ってきたところです。今回は、ちょっとまた違うところへ据えるんで

すけれども、そこら周辺におりを設置してやっていきたいなというふうに思っています。 

 猿についてはですね、今、猿の捕獲でいうと、猟銃で、銃器、捕れるところは銃で今年

度なんかは捕っているというようなところですけれども、過去におりを設置してですね捕

ったところもあるんですけれども、なかなか難しいところもある、猿に関しては。鹿につ

いては、大体銃器かくくりわな、そういうような感じで捕っております。 

 以上です。 

○議長（谷重幸君） ４番、松下議員。 

○４番（松下太一君） 今のページの一緒のところで、ため池氾濫解析業務ですか、これ

必要がないということ、どういうことかな。もう既に漏れてるさか工事にかかるんやとか、

大丈夫やさかせんようになったとか、そこらお願いします。 

○議長（谷重幸君） 農林水産建設課長。 

○農林水産建設課長（大星好史君） お答えします。 

 これは入山の立花池Ⅰというところの池のことなんですけれども、これについてはです

ね、調査段階で堤防の高さが変わったために、こういう解析が必要やというのを当初予算

で説明させていただきました。この堤防の高さの取り方がですね、我々の取り方と申請を

受けてくれるほうの解釈の違いで、結局、堤防は高くなっているんやけれども、水のたま

る量は変わらないんで、被害が変わらないというようなことになりますんで、この解析が

必要なくなったというようなことでございます。 

○議長（谷重幸君） ほかありますか。いいですか。いいですね。 

○議員 「ありません」 

○議長（谷重幸君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 
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○議員 「ありません」 

○議長（谷重幸君） これで討論を終わります。 

 これから採決します。この採決は挙手によって行います。 

 本件、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

○議員 （挙手多数） 

○議長（谷重幸君） 挙手多数です。したがって、議案第７号 令和６年度美浜町一般会

計補正予算（第６号）については、原案のとおり可決されました。 

 日程第８ 議案第８号 令和６年度美浜町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）に

ついてを議題とします。 

 本件について細部説明を求めます。子育て健康推進課長。 

○子育て健康推進課長（谷輪亮文君） 議案第８号 令和６年度美浜町国民健康保険特別

会計補正予算（第３号）について、細部説明を申し上げます。 

 今回の補正は、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ４２，０７４千円を追加し、補正

後の歳入歳出予算の総額をそれぞれ９億８２，４５７千円とするものでございます。 

 それでは、歳入からご説明申し上げます。 

 ６ページ、県支出金、県補助金、保険給付費等交付金（普通交付金）４１，０２１千円

の追加は、歳出の保険給付費の全額、和歌山県から交付されるものでございます。 

 繰入金、一般会計繰入金２，０３６千円の減額は、保険基盤安定繰入金の確定、未就学

児均等割保険税繰入金の確定、産前産後保険税繰入金の確定、人件費等の増額によるもの

でございます。 

 繰越金、前年度繰越金３，０８９千円の追加は、財源調整によるものでございます。 

 次に、歳出について申し上げます。 

 １０ページ、総務費、総務管理費、一般管理費７６９千円の追加は、人事院勧告に伴う

人件費の追加及び第三者行為損害賠償事務手数料の実績見込みによるものでございます。 

 保険給付費、療養諸費、療養給付費３１，６３６千円の追加、保険給付費、高額療養費、

高額療養費９，３８５千円の追加は、実績見込みによるものでございます。 

 １２ページ、諸支出金、償還金及び還付加算金、保険給付費等交付金償還金２７４千円

の追加は、前年度の保険給付費等交付金の精算によるものでございます。 

 諸支出金、償還金及び還付加算金、出産育児一時金補助金償還金１０千円の追加は、前

年度の出産育児一時金補助金の精算によるものでございます。 

 以上で細部説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（谷重幸君） これから質疑を行います。 

○議員 「ありません」 

○議長（谷重幸君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

○議員 「ありません」 
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○議長（谷重幸君） これで討論を終わります。 

 これから採決します。この採決は挙手によって行います。 

 本件、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

○議員 （挙手多数） 

○議長（谷重幸君） 挙手多数です。したがって、議案第８号 令和６年度美浜町国民健

康保険特別会計補正予算（第３号）については、原案のとおり可決されました。 

 日程第９ 議案第９号 令和６年度美浜町介護保険特別会計補正予算（第２号）につい

てを議題とします。 

 本件について細部説明を求めます。かがやく長寿課長。 

○かがやく長寿課長（井田時夫君） 議案第９号 令和６年度美浜町介護保険特別会計補

正予算（第２号）について、細部説明を申し上げます。 

 今回の補正は、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ１９，７７１千円を追加し、補正

後の歳入歳出予算の総額を８億６６，２１０千円とするものでございます。 

 それでは、歳入からご説明いたします。 

 ６ページ、県支出金、県負担金、介護給付費負担金１０，８００千円の追加は、変更申

請によるものでございます。 

 繰入金、一般会計繰入金２，８８２千円の追加は、介護給付費繰入金２，４１３千円、

事務費繰入金４６９千円の追加によるものでございます。 

 繰越金の追加は、前年度繰越金３３，１３１，２２０円のうち、まだ予算化していない

１４，９９１，２２０円から今回６，０８９千円を予算化し、財源調整するものでござい

ます。 

 次に、歳出についてご説明いたします。 

 ８ページ、総務費、総務管理費、一般管理費４６９千円の追加は、人事院勧告等に伴う

人件費でございます。 

 保険給付費、介護サービス等諸費、地域密着型介護サービス給付費９，６００千円、高

額介護サービス費４，２００千円、１０ページ、介護予防サービス等諸費、介護予防サー

ビス給付費３，６００千円、地域密着型介護予防サービス給付費１，５００千円、介護予

防サービス計画給付費４００千円の追加は、実績見込みによるものでございます。 

 諸支出金、償還金及び還付加算金、償還金２千円の追加は、過年度の過誤請求に伴う実

績の精算により、介護給付費財政調整交付金を返還するものでございます。 

 以上で細部説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（谷重幸君） これから質疑を行います。 

○議員 「ありません」 

○議長（谷重幸君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

○議員 「ありません」 
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○議長（谷重幸君） これで討論を終わります。 

 これから採決します。この採決は挙手によって行います。 

 本件、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

○議員 （挙手多数） 

○議長（谷重幸君） 挙手多数です。したがって、議案第９号 令和６年度美浜町介護保

険特別会計補正予算（第２号）については、原案のとおり可決されました。 

 日程第１０ 議案第１０号 令和６年度美浜町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３

号）についてを議題とします。 

 本件について細部説明を求めます。かがやく長寿課長。 

○かがやく長寿課長（井田時夫君） 議案第１０号 令和６年度美浜町後期高齢者医療特

別会計補正予算（第３号）について、細部説明を申し上げます。 

 今回の補正は、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ４０１千円を追加し、補正後の歳

入歳出予算の総額を２億７７，７６９千円とするものでございます。 

 それでは、歳入からご説明いたします。 

 ６ページ、保険料、後期高齢者医療保険料、現年度分特別徴収保険料５，０３９千円の

追加、現年度分普通徴収保険料３，８１８千円の減額は、後期高齢者医療広域連合からの

賦課見込みによるもの、滞納繰越分普通徴収保険料１９８千の追加は、調定によるもので

ございます。 

 繰入金、一般会計繰入金、事務費繰入金３９０千円の追加は、人事院勧告等に伴う人件

費の追加、保険基盤安定繰入金１，４０８千円の減額は、後期高齢者医療保険基盤安定負

担金の確定によるものでございます。 

 次に、歳出についてご説明いたします。 

 ８ページ、総務費、総務管理費、一般管理費４０１千円の追加は、人事院勧告等に伴う

人件費の追加と歳入の保険料と保険基盤安定繰入金の増減に伴う後期高齢者医療広域連合

納付金の追加でございます。 

 以上で細部説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（谷重幸君） これから質疑を行います。 

○議員 「ありません」 

○議長（谷重幸君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

○議員 「ありません」 

○議長（谷重幸君） これで討論を終わります。 

 これから採決します。この採決は挙手によって行います。 

 本件、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

○議員 （挙手多数） 

○議長（谷重幸君） 挙手多数です。したがって、議案第１０号 令和６年度美浜町後期
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高齢者医療特別会計補正予算（第３号）については、原案のとおり可決されました。 

 日程第１１ 議案第１１号 令和６年度美浜町下水道事業会計補正予算（第２号）につ

いてを議題とします。 

 本件について細部説明を求めます。上下水道課長。 

○上下水道課長（大江裕君） 議案第１１号 令和６年度美浜町下水道事業会計補正予算

（第２号）について、細部説明を申し上げます。 

 今回の補正は、収益的収入及び支出の補正をお願いするものでございます。 

 それでは、６ページ、補正予算実施計画の見積基礎、収益的収入についてご説明いたし

ます。 

 営業外収益、他会計補助金５５９千円の追加は、人事院勧告等による人件費の追加に伴

う一般会計補助金の追加でございます。補正後の事業収益合計は２億５，８１５千円でご

ざいます。 

 次に、８ページ、補正予算実施計画の見積基礎、収益的支出についてご説明いたします。 

 営業費用、総係費５５９千円の追加は人事院勧告等によるもので、給料２１８千円、手

当２７８千円、法定福利費６３千円の追加でございます。補正後の事業費用合計は２億

５，８１５千円でございます。 

 次に、１ページに戻っていただいて、第３条では、当初予算第７条の議会の議決を経な

ければ流用することのできない経費として５５９千円を追加し、２３，６１７千円と定め

てございます。 

 最後に、１０ページは補正後の予定キャッシュ・フロー計算書で、資金期末残高は

４，８７１千円の予定でございます。 

 以上で細部説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（谷重幸君） これから質疑を行います。 

○議員 「ありません」 

○議長（谷重幸君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

○議員 「ありません」 

○議長（谷重幸君） これで討論を終わります。 

 これから採決します。この採決は挙手によって行います。 

 本件、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

○議員 （挙手多数） 

○議長（谷重幸君） 挙手多数です。したがって、議案第１１号 令和６年度美浜町下水

道事業会計補正予算（第２号）については、原案のとおり可決されました。 

 日程第１２ 議案第１２号 令和６年度美浜町水道事業会計補正予算（第２号）につい

てを議題とします。 

 本件について細部説明を求めます。上下水道課長。 
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○上下水道課長（大江裕君） 議案第１２号 令和６年度美浜町水道事業会計補正予算

（第２号）について、細部説明を申し上げます。 

 今回の補正は、収益的支出の補正をお願いするものでございます。 

 それでは、４ページ、補正予算実施計画の見積基礎、収益的支出についてご説明いたし

ます。 

 営業費用、総係費７６９千円の追加は人事院勧告等によるもので、給料４５２千円、手

当１８０千円、法定福利費１３７千円の追加でございます。補正後の事業費用合計は１億

２２，２１９千円でございます。 

 次に、１ページに戻っていただいて、第３条では、当初予算第７条の議会の議決を経な

ければ流用することのできない経費として７６９千円を追加し、２４，８１９千円と定め

てございます。 

 最後に、６ページは補正後の予定キャッシュ・フロー計算書で、資金期末残高は２億

４１，２５０千円を予定してございます。 

 以上で細部説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（谷重幸君） これから質疑を行います。 

○議員 「ありません」 

○議長（谷重幸君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

○議員 「ありません」 

○議長（谷重幸君） これで討論を終わります。 

 これから採決します。この採決は挙手によって行います。 

 本件、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

○議員 （挙手多数） 

○議長（谷重幸君） 挙手多数です。したがって、議案第１２号 令和６年度美浜町水道

事業会計補正予算（第２号）については、原案のとおり可決されました。 

 日程第１３ 発議第３号 美浜町議会委員会条例の一部を改正する条例についてを議題

とします。 

 本件、提案者の説明を求めます。碓井議員。 

○６番（碓井啓介君） 提案理由を申し上げます。 

 発議第３号は、美浜町議会委員会条例の一部を改正する条例についてでございます。 

 今回の改正は、地方自治法の一部改正に伴い、現在の社会情勢等に照らし、所要の整備

等を行うための改正と、今回、全ての条文を標準町村議会委員会条例との洗い出しを行っ

たことによる改正でございます。 

 第５条及び第７条の改正は、委員選任に関する規定の見直しについてでございます。 

 第１２条、第１７条、第１９条の改正は、標準町村議会委員会条例に準じ、改正を行う

ものでございます。 
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 以上で提案理由説明を終わります。何とぞよろしくご審議の上、ご承認賜りますようお

願い申し上げます。 

○議長（谷重幸君） これから質疑を行います。 

○議員 「ありません」 

○議長（谷重幸君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

○議員 「ありません」 

○議長（谷重幸君） これで討論を終わります。 

 これから採決します。この採決は挙手によって行います。 

 本件、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

○議員 （挙手多数） 

○議長（谷重幸君） 挙手多数です。したがって、発議第３号 美浜町議会委員会条例の

一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。 

 日程第１４ 発議第４号 美浜町議会会議規則の一部を改正する規則についてを議題と

します。 

 本件、提案者の説明を求めます。碓井議員。 

○６番（碓井啓介君） 提案理由を申し上げます。 

 発議第４号は、美浜町議会会議規則の一部を改正する規則についてでございます。 

 今回の改正は、地方自治法の一部改正に伴い、現在の社会情勢等に照らし、所要の整備

等を行うための改正と、今回、全ての条文を標準町村議会会議規則との洗い出しを行った

ことによる改正でございます。 

 第９条の改正は、会議時間についての改正で、会議中及び会議外における会議時間の変

更手続を明確化するための改正でございます。 

 第１０３条の改正は、携帯品についての改正で、社会情勢等に適したものとするため、

所要の改正を行うものでございます。 

 その他の各条文の改正については、標準町村議会会議規則に準じ、改正を行うものでご

ざいます。 

 以上で提案理由説明を終わります。何とぞよろしくご審議の上、ご承認賜りますようお

願い申し上げます。 

○議長（谷重幸君） これから質疑を行います。 

○議員 「ありません」 

○議長（谷重幸君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

○議員 「ありません」 

○議長（谷重幸君） これで討論を終わります。 

 これから採決します。この採決は挙手によって行います。 
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 本件、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

○議員 （挙手多数） 

○議長（谷重幸君） 挙手多数です。したがって、発議第４号 美浜町議会会議規則の一

部を改正する規則については、原案のとおり可決されました。 

 しばらく休憩します。 

午前十一時十四分休憩 

   ―――・――― 

午前十一時十五分再開 

○議長（谷重幸君） 再開します。 

 お諮りします。 

 ただいま各委員長から、委員会の閉会中の継続審査及び調査について申出書が提出され

ました。これを日程に追加し、追加日程第１５として議題にしたいと思います。ご異議あ

りませんか。 

○議員 「異議なし」 

○議長（谷重幸君） 異議なしと認めます。したがって、委員会の閉会中の継続審査及び

調査についてを日程に追加し、追加日程第１５として議題とすることに決定しました。 

 追加日程第１５ 委員会の閉会中の継続審査及び調査についてを議題とします。 

 各委員長から、目下、委員会において審査及び調査中の事件について、会議規則第７５

条の規定によって、お手元に配りました申出書のとおり、閉会中の継続審査及び調査の申

出があります。 

 お諮りします。 

 各委員長からの申出のとおり、閉会中の継続審査及び調査とすることにご異議ありませ

んか。 

○議員 「異議なし」 

○議長（谷重幸君） 異議なしと認めます。したがって、各委員長からの申出のとおり、

閉会中の継続審査及び調査とすることに決定しました。 

 ここで、各委員会の委員長から委員会の状況について発言を求められていますので、こ

れを許可します。 

 まず、総務産業建設常任委員長から委員会の状況について発言を求められていますので、

これを許します。龍神委員長。 

○８番（龍神初美君） 委員会調査（中間）報告を行います。 

 本委員会が継続調査の申出をしている調査事件について、会議規則第４７条第２項の規

定により、調査結果及び中間報告をします。 

 １．調査事件：保安林の保護育成について 

 （１）調査の経過と概要 

     令和５年５月２６日、担当課より報告を受け調査を行い、同年６月８日に現地 
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    調査、令和６年５月２４日、担当課より報告と現地調査を行いました。 

     なお、松くい虫による被害は減少傾向にあり、令和６年度より松林内の本数調 

    査を行っています。 

 （２）調査の結果 

     住民の生活を守る「煙樹ヶ浜松林」を残すためにも継続調査は必要と考えます。 

 ２．調査事件：美浜海岸の浸食現象及び災害対策について 

 （１）調査の経過と概要 

     令和５年５月２６日、担当課より報告を受け調査を行い、同年６月８日に現地 

    調査、令和６年４月１７日、担当課からの報告と現地調査、同年５月２４日に担 

    当課より報告を受け調査を行いました。 

     なお、県の事業であります「日高港海岸離岸堤整備事業」は順調な推移と考え 

    られ、また、美浜海岸全体に顕著な土量の変化は見られませんでした。 

 （２）調査の結果 

     越波被害は美浜海岸全体に様々な影響を及ぼします。住民の安心・安全を確保 

    するため、継続調査が必要と考えます。 

 ３．調査事件：西川河川改修について 

 （１）調査の経過と概要 

     令和５年５月２６日、担当課より報告を受け、同年６月８日に現地調査、令和 

    ６年４月１７日、担当課からの報告と現地調査を行いました。 

 （２）調査の結果 

     県の事業であります「西川河川整備事業」の一日も早い完成を目指し、継続調 

    査は必要と考えます。 

 ４．調査事件：地方創生について 

 （１）調査の経過と概要 

     令和５年５月２６日、副町長・担当課より報告を受け、調査を行いました。 

 （２）調査の結果 

     引き続き注視し、継続調査が必要と考えます。 

 ５．その他、総務産業建設常任委員会の所管に属する事項について 

 （１）「和田地区圃場整備」については、令和５年３月１０日、同年５月２６日、令和 

    ６年５月２４日、担当課から報告を受け、調査を行いました。 

 （２）「海岸陸閘の電動化」については、令和５年５月２６日、担当課より報告と同年 

    ６月８日、現地調査を行いました。 

 （３）「町単工事・業務予定箇所」、「県道（御坊由良線、柏御坊線）の整備箇所」、 

    「砂防事業」については、令和５年５月２６日、令和６年４月１７日、担当課よ 

    り報告と現場調査を行いました。 

 （４）令和５年７月１９日から２１日、佐賀県佐賀市・唐津市・福岡県宗像市にて行政 
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    視察調査を行いました。 

 （５）令和６年１０月１６日から１８日、秋田県秋田市・五城目町・能代市にて行政視 

    察調査を行いました。 

 以上をもって、総務産業建設常任委員会の委員会調査（中間）報告とします。 

 以上です。 

○議長（谷重幸君） 次に、文教厚生常任委員長から委員会の状況について発言を求めら

れていますので、これを許します。繁田委員長。 

○７番（繁田拓治君） 文教厚生常任委員会の中間報告をいたします。 

 本委員会が継続調査の申出をしている調査事件について、下記のとおり会議規則第４７

条第２項の規定により、調査結果及び中間報告をいたします。 

 まず、学校教育について。 

 １．ファミリー・サポート・センター「そらまめサポート」の行政視察について 

 ① 調査の経過 

    令和５年５月１９日、御坊小学校内にある施設において行政視察を行う。 

 ② 調査の概要 

    多様な子育て支援体制の充実を図り、子育てしやすい町づくりのため現場視察を 

   行った。その後、美浜町として、同事業への加入を行った。こういった子育て支援 

   施策などの施設を視察し、続けて調査していく必要がある。 

 ２．学童保育（松原クラブ、和田友遊クラブ）の視察について 

 ① 調査の経過 

    令和５年１０月２日、松原クラブ、令和６年２月２７日、和田友遊クラブの行政 

   視察を行う。 

 ② 調査の概要 

   ・両学童クラブの現状と両施設の運営方法について調査を行う。運営について、代 

   表の方や個人の方に委託契約をしている。 

   ・本年７月より、公営化をし、公設公営での運営となった。今後の成り行きを見守 

   りながら、続けて調査していく必要がある。 

 ３．小中一貫教育校、教育ＤＸの取組の行政視察について 

 ① 調査の経過 

    令和５年１１月１４・１５日、京都市立開晴小中学校、京都市教育委員会の行政 

   視察を行う。 

 ② 調査の概要 

   ・小中一貫教育現場を視察し、取組状況等の見聞を行い、今後、我が町で取り入れ 

   可能かを学んだ。国のＧＩＧＡスクール構想に基づき、教育ＤＸの取組、学習状況 

   の視察を行い、研さんを深めた。続けて調査していく必要がある。 

 ４．ひまわりこども園、小・中学校現場視察について 
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 ① 調査の経過 

    本年１月２３日、ひまわりこども園、小・中学校現場視察を行った。 

 ② 調査の概要 

   ・ひまわりこども園については、保育士の職員数の問題、支援を必要とする園児の 

   増加。小中学校のＩＣＴ授業で学校によってタブレットの使用方法の違い等があり、 

   統一性が必要。 

   ・教育現場の実情や生の声、施設設備の修繕箇所、新しい施設設備等の要望等を聞 

   き、町への提言を行い、教育の充実に生かしていく。毎年定期的に訪問をし、続け 

   て調査していく必要がある。 

 ５．子育て応援施策、子育て支援の行政視察について 

 ① 調査の経過 

   ・本年１０月２１、２２日、兵庫県相生市、岡山県奈義町の行政視察を行う。 

 ② 調査の概要 

   ・町の人口減対策に伴い、子育て応援施策、子育て支援についての視察をし、担当 

   課長にも同行していただき、我が町で取り入れ可能か、取組状況を学ぶ。 

   ・両市町とも英語教育に力を入れていることが分かった。 

   ・子育て支援と教育は切り離せない問題であるので、今後も続けて調査していく必 

   要がある。 

 ２年間の取組で、委員会を２２回、視察６回行いました。 

  ○感想、意見として 

   義務教育９年間の学びの中で、子どもたちに確かな学力を身につけさせるとともに、 

   一人一人の個性や能力を伸ばす必要がある。我が町は２小学校１中学校であり、よ 

   り一層の小中学校連携教育推進に取り組まなければいけない。人口減少で生徒数が 

   減少傾向で、両小学校の耐用年数も迫る中で、小学校を統合し、一貫教育、施設校 

   舎一体型の話も出てくるであろう。子どもたちのために十分な議論が必要である。 

   ・小中学校の交流を深めるとともに、教師の意識改革、指導力の向上が求められて 

   いる。そういったことから９年間を見通した教育を展開する必要があり、小中連携 

   にとどまらず、小中一貫した教育を行う必要性に迫られていると考える。 

   ・少子化対策は子育て世代だけの問題ではなく、少子化による人口減少は、町に住 

   む全ての人に関係する最大の課題であり、少子化対策は最大の高齢者福祉であると 

   認識しておく必要がある。 

   ・調査の結果、５件いずれの件も継続審査とします。 

 以上。 

○議長（谷重幸君） 次に、議会広報特別委員長から委員会の状況について発言を求めら

れていますので、これを許します。北村委員長。 

○２番（北村龍二君） 委員会調査（中間）報告。 



令和６年美浜町議会第４回定例会（第３日） 

 

 

 
106 

 本委員会が継続調査の申出をしている調査事件について、会議規則第４７条第２項の規

定により、調査結果及び中間報告をします。 

 議会広報特別委員会では、「議会広報について」を事件として、議会だよりの発行を主

としている。 

 ホームページに議会の会議録を公開し、また、ユーチューブ上においては、議会の一般

質問を公開している。令和６年度からは、過去の議会で一般質問や議案審議で取り上げら

れた事案がどうなったのかを追跡調査を行い、議会だよりに掲載しており、引き続き継続

していきたいと考えている。また、レイアウトの見直しも行い、住民さんに手に取ってい

ただける広報紙を目指し、現在に至っている。 

 次に、行政視察や研修においては、令和５年度は例年東京で開催されている町村議会広

報研修会に参加。令和６年度には、全国的にも先進地でありますかつらぎ町や岩手県金ケ

崎町に行政視察に行ってまいりました。２町からは、様々なアドバイスをいただきました

ので、改善を図り、現在に至っている。 

 また、年４回の議会だより発行のための委員会の回数は、ユーチューブ作業を含めると

徐々に増えてきている。まだまだ十分とは言えないが、広報をしていくということを念頭

に置きながら、『開かれた議会』という大きなテーマの下、切磋琢磨していかなければな

らない。そして、議会と住民をつなぐ大切なツールとして、この情報社会の世の中に乗り

遅れず、様々な時代背景の中で、住民が求める情報、議会が広報として出す情報を的確に

し、質を高めた議会だよりを発行していきたい。 

 以上、中間報告とします。今後も継続審査とします。 

○議長（谷重幸君） 次に、地震・津波対策特別委員長から委員会の状況について発言を

求められていますので、これを許します。谷委員長。 

○９番（谷進介君） 地震津波対策特別委員会調査報告（中間）をいたします。 

 本委員会が継続調査の申出をしている調査事件について、下記のとおり会議規則第４７

条第２項の規定により、調査結果及び中間報告をします。 

 １．調査事件：地震津波対策について 

 ① 調査の経過：令和５年５月１７日に御坊市における（仮称）ごぼう防災まつりにつ 

   いて、担当課より資料配付及び内容について報告を受け調査し、休日での開催でも 

   あり自主参加としました。また、町内の全一時避難場所について、箇所数や備蓄品 

   の報告を求め調査を行った。 

 ② 同年７月５日に印南町防災福祉センター及び上田井地区津波避難タワーについて、 

   当該施設の現地視察等の調査を行った。 

 ③ 同年９月２５日に、１０月１１日より１３日の行政視察について、資料等を配付し 

   事前研修を行った。 

 ④ 同年１０月１１日から１３日に北海道夕張市、芽室町、栗山町に総務産業建設常任 

   委員会及び議会運営委員会と合同にて行政視察調査を行った。 
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 ⑤ 同年１２月１２日に担当課より、三尾ヘリポート等への離着陸の経緯について報告 

   を求め調査を行った。 

 ⑥ 令和６年６月１８日に８月７日より９日に予定の行政視察について、事前研修を兼 

   ね資料配付をした。 

 ⑦ 同年８月７日より９日に岩手県大船渡市、同陸前高田市、宮城県仙台市に議会広報 

   特別委員会と合同にて行政視察調査を行った。 

 調査の概要：中間報告とします。 

 当町の地震津波対策における一時避難場所の整備は、一定の評価ができる現状と言える。 

 しかしながら、前回の委員会報告で申し上げた一時避難場所の充実についての進展が乏

しく、その改善と日常における災害備蓄品も含めた地震津波対策の重要性及び地震津波に

よって被る甚大な被害の啓発活動等に関して、今後も継続調査が必要と考える。 

 意見としましては、地震による激しい揺れに起因する物的・人的被害への対応が不十分

と言えることから、その対応や住民への啓発のさらなる充実と現実的な施策の実施を求め

たい。 

 以上であります。 

○議長（谷重幸君） 以上で、本日の日程は全部終了しました。 

 本定例会の会議に付された事件は全て終了しました。 

 これで本日の会議を閉じます。 

 令和６年美浜町議会第４回定例会を閉会します。 

午前十一時三十五分閉会 

 お疲れさまでした。 

 


